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第５回 

 

 

島原市農業委員会総会議事録 

 

 

 

 

 

 

注：発言の内容については、その要旨を記載しております。 

（発言そのものの記載ではありません。） 

 

この公開用議事録は個人情報に関連すると思われる部分等については削除しています。 

 

 

 

 

 

平成２６年１０月２７日（月）午後２時００分より 

於：島原市有明庁舎３階大会議室 
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第５回 島原市農業委員会総会 

 

１．開会日時   平成２６年１０月２７日（月）  １４時００分 

 

２．閉会時間   平成２６年１０月２７日（月）  １４時３２分 

 

３．開催場所   有明庁舎 ３階大会議室 

 

４．出席委員者の数  ２９名   

 

５．欠席委員者の数   ２名 

 

６．議案 

第１号議案  農地法第３条（所有権移転）の規定による許可申請について   

第２号議案  農地法第４条の規定による許可申請について 

第３号議案  農地法第５条の規定による許可申請について 

第４号議案  非農地証明願いについて 

第５号議案  農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について 

第６号議案  中間管理機構を介した農地利用配分計画（案）について 

 

７．報告事項    

報告第１号  合意解約通知書について 

報告第２号  使用貸借解約通知書について 

報告第３号  農業用施設届について 

 

                                   午後２時００分開始 

 

議長 

只今より、第５回島原市農業委員会の総会を開催します。 

本日、 ・番 ・・・・・ 委員は所要の為、欠席との連絡があっております。 

農業委員会等に関する法律第２１条第３項の規定により、定足数に達しておりますので総会は成立

しております。 

議事録署名委員の指名につきましては、島原市農業委員会会議規則第１５条第２項の規定により、

議長が指名することになっており、・・番  ・・・・・ 委員、・・番 ・・・・・ 委員を指名

します。 
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議長 

第１号議案 農地法第３条（所有権移転）の規定による許可申請の１番を上程します。事務局の説

明を求めます。 

 

事務局 

１番の譲渡人は、・・・の・・・・・さん、譲受人は、・・・の・・・・・さんです。畑１筆３４

０平方メートルを売買するための申請です。 

取得後の耕作面積は８，４５５．５９平方メートルで、農機具は、トラクター１台、耕耘機１台、

コンバイン１台、ハーベスト１台、バインダー１台、トラック２台の農業機械器具を所有しており、

すべての許可要件を満たしております。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。・

番 ・・・・ 委員 

 

現地調査員 

第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請の１番について報告します。 

１番の譲受人は、兼業農家で４２年の農作業暦があります。 

妻と子の３人で農業を営んでおり、水稲、かんしょ、いんげん、みかんを作付し、通作距離は車で

４分ということで、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、現地調査員より説明がありました、第１号議案の１番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、許可することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第１号議案の１番の所有権移転は許可することに決定します。 

次に、第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請の１番を上程します。事務局の説明を求め
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ます。 

 

事務局 

第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請の１番の申請人は・・・の・・・・・さん、申請

地３８３平方メートルと隣接する宅地と一体に、鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建て農業用倉庫１２

０．００平方メートルを増築したいとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地となっております。本来であれば農地転用は不許可になります

が、農業用施設用地への軽微な変更が行われているため、農地法第４条第２項の農地転用の不許可の

例外に該当するため、許可が可能と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・

番 ・・・・・ 委員 

 

現地調査員 

第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請の１番について報告します。 

申請地は・・・の一角にあり、北側は道路、東側は申請者所有の農地、南側は農地、西側は申請者

所有の宅地となっております。 

雨水は道路側溝へ流すということで、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請の１番について、ご

意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第２号議案の１番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 
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異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請１番については 

許可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の１番を上程します。事務局の説明を求め

ます。 

 

事務局 

第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の１番の譲渡人は・・・・・・の・・・・・さん、

譲受人は・・・の・・・・・さんです。 

申請地２１１平方メートルを譲り受け、隣接する宅地と一体に木造２階建て住宅（建築面積）５７．

９２平方メートルを建築したいとの申請です。 

申請地は、都市計画区域内の第一種低層住居専用地域であることから、第３種農地と地判断してお

ります。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・

番 ・・・・・ 委員 

 

現地調査員 

第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の１番について報告します。 

１番の申請地は・・・の一角にあり、北側は道路、東側及び西側は宅地、南側は農地となっており

ます。 

雨水は水路放流及び自然流下、汚水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由して水路へ放流となってお

り、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の１番について、ご

意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第３号議案の１番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」という発声） 
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議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の１番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の２番を上程します。事務局の説明を求め

ます。 

 

事務局 

第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請２番の譲渡人は・・・の・・・・・さん、譲受人

は・・・の・・・・・さんで、申請地２９３平方メートル譲り受け、木造２階建て住宅（建築面積）

９９．１４平方メートルを建築したいとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地外で住宅等が連たんしているとから、第３種農地と判断してお

ります。 

被害防除計画について説明します。今回お渡ししております資料集９ページの被害防除計画書の中

断の①の（２）の下段部分の【被害防除措置の内容又は被害の恐れがない理由】の欄をご覧ください。

隣接地・・・・・番・、・・・・・番・との境界は既存の石積みがあり、と記載されておりますが、

申請地東側の・・・・・番・との境界は、盛土を４０㎝することもあり、新たに石積を築造するとの

ことです。よって被害防除計画書については、文面を修正した後に、県へ進達する予定としておりま

す。外の箇所につきましては、変更有りませんので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。・・

番 ・・・・・ 委員 

 

現地調査員 

第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の２番について報告します。 

２番の申請地は・・・の一角にあり、北側及び東側は宅地、南側は譲渡人所有の農地、西側は道路

となっております。 

雨水は溜桝を経由して道路側溝へ、汚水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由して道路側溝へ放流と

なっており、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

  

議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の２番について、ご

意見等はありませんか。 
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（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第３号議案の２番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の２番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第４号議案 非農地証明願の１番について上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

申し出人は、・・・の・・・・・・さんです。 

申出地１筆２,７４３平方メートルは、農業振興地域内の農用地外で、昭和４０年月日不詳頃より、

雑木が生い茂り山林化しています。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・

番 ・・・・・ 委員 

 

現地調査員 

第４号議案 非農地証明願いの１番について報告します。 

１番の申請地は・・・の一角にあり、南側、西側及び北側は山林、東側は道路を挟んで農地となっ

ております。 

現状を見ますと、木が生い茂っており、２０年以上前から山林になっていると思われますので、非

農地証明を交付することに問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。  

  

議長 

只今、説明がありましたが、第４号議案の１番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 
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議長 

ご意見等がありませんので、１番は非農地証明書を交付してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第４号議案の１番は非農地証明書を交付することに決定します。 

次に、第４号議案 非農地証明願の２番について上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

申し出人は、・・・・・・・・・の・・・・さんです。 

申出地１筆１３,１０７平方メートルの内、９６６．３９平方メートルは、農業振興地域内の農用地

外で、昭和４０年月日不詳頃より、住居と納屋を建築し、平成１７年まで暮らしており、現在は空き

家となっています。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・

番 ・・・・・ 委員 

 

現地調査員 

第４号議案 非農地証明願いの２番について報告します。 

２番の申請地は・・・・の一角にあり、東側、西側及び北側は申請人所有の農地、南側は道路とな

っております。 

現状を見ますと、２０年以上前から宅地として使用されており、非農地証明を交付することに問題

なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。  

  

議長 

只今、説明がありましたが、第４号議案の２番について、ご意見等はありませんか。 

 

・・番（・・・・・ 委員） 

  只今、非農地証明が２件ほどでておりますけれども、毎回でるようですけども、この件につきまし

ては異議はありませんけども、事務局のほうにお尋ねしますけれども非農地証明の基準として、だい

たいどのくらい期間を置けば非農地証明が認められるのか、その点の基準というのがあれば、お伺い
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したいと思っております。 

 

議長 

  しばらく休憩します。 

 

議長 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

事務局 

  ・・委員の質問についてですが、非農地証明の証明基準としまして、非農地化の原因が人為的なも

のである場合には、２０年以上引き続き非農地である土地に該当する場合、また、非農地化の原因が

人為的なものでない場合、たとえば、災害により表土流失若しくは土砂流入等の被害を受けた土地は

１０年以上耕作されていなければ非農地証明がだせるということになっております。 

 

・・番（・・・・・ 委員） 

  以前は、農地に無許可で小屋を増築されていたようですが、最近ではそれが農地に無断で建てた場

合はどのようになるんでしょうか。農業委員会としては。 

 

事務局 

  無断で農地を農地以外にした場合は、違反転用ということになりますので、農業委員会としては違

反転用が認められる場合は県のほうに報告をすることになっています。 

 

・・番（・・・・・ 委員） 

  罰則とかはないのですか。 

 

事務局 

  罰則につきましては、農地法の中にありまして、農地法６４条に罰則規定があります。違反転用の

場合は、３年以下の懲役、又は、３００万円以下の罰金に処するとなっています。 

 

議長 

  他にありませんか。 

   

議長 

異議なしと認めます。よって、第４号議案の２番は非農地証明書を交付することに決定します。 

次に、第５号議案、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について上程します。 

本件については、農業委員会等に関する法律第２４条の規定により、除斥の必要がありますの
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で、・・番 ・・・・・ 委員、・・番 ・・・・・ 委員の退場を求めます。 

 

（・・・・・ 委員、・・・・・ 委員 退場） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第５号議案、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について説明します。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、農用地利用集積計画（案）の承認を得よ

うとするものであります。 

  利用権設定については、議案集５ページから１７ページに記載のとおりで 

  耕作権の新規設定  ７７件 １７７筆 ２５０，６０１．０２㎡ 

耕作権の再設定    ６件   ６筆   ７，３５９．００㎡ 

合  計     ８３件 １８３筆 ２５７，９６０．０２㎡ 

です。 

なお、 耕作権の新規設定の内 ７０件 １２６筆 ２０６，５１９㎡につきましては、先月の総

会時にお話ししました、宇土山土地改良区と三会原土地改良区分の農地中間管理機構との農用地利用

集積計画（案）です。  

次に、農業経営基盤強化促進法による所有権移転については、議案集１８ページに記載のとおりで、 

１件  ４筆 ８５３㎡です。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、農用地利用集積計画（案）を承認することに決定してよろしいでしょ

うか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

ご異議がないようですので、第５号議案は承認することに決定します。 

・・番 ・・・・・ 委員、・・番 ・・・・・ 委員の入場を求めます。 
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（・・・・・ 委員、・・・・・ 委員 入場） 

 

議長 

・・・・・ 委員、・・・・・ 委員 に関する案件も含め、農用地利用集積計画（案）は承認す

ることに決定しましたので報告します。 

次に、第６号議案、中間管理機構を介した農用地利用配分計画（案）について上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第６号議案、中間管理機構を介した農用地利用配分計画（案）について説明いたします。 

この議案は９月総会時に、長崎県農業振興公社(中間管理機構)へ耕作権の設定を承認いただいた件

で、今回受け手の耕作権の設定について、島原市より「農用地利用配分計画（案）」の提出がありま

した。ついては、「農地中間管理事業の実施に関する規定」の 10―(2)に基づき、農業委員会の意見

を聴取するようになっております。 

受け手は、・・・の・・・・・さんで、賃貸借後の耕作面積は２４,５０９㎡、農機具はトラクタ

ー１台、トラック３台の農業機械器具を所有しており、すべての許可要件を満たしております。また

農業従事者は本人・妻・の２名で、主に大根・白菜等を作付されています。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、中間管理機構を介した農用地利用配分計画（案）について、問題なし

ということで市に回答してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

ご異議がないようですので、第６号議案は問題なしということで市に回答することに決定します。 

 

次に、報告事項です。事務局の説明を求めます。 

 

事務局 
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報告第１号の合意解約通知書について説明します。 

議案集２０ページから２２ページに記載のとおりで、３３件 ４２筆 ５７，７２５．８１㎡の届

けがありました。 

次に、報告第２号、使用貸借解約通知書については、議案集２３ページで、６件 ６筆 ７,９０

０㎡の届けがありました。 

なお、報告第１号の合意解約通知書、報告第２号の使用貸借解約通知書につきましても農地中間

管理機構との賃貸借・使用貸借を行うため、現在の利用権設定していたものを解約したので、件数

が多くなっております。 

次に、報告第３号、農業用施設届については、同じく議案集２３ページで、１件 １筆 １９９

㎡の届けがありました。 

以上で報告を終わります。 

 

議長 

  ただいまの報告に対して、ご意見、ご質問等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

 

議長 

これで、第５回島原市農業委員会に付議されました案件はすべて議了しましたので、第５回島原

市農業委員会総会を閉会します。 

 

                      午後２時３２分 

 

 


